
住
宅
取
得
等
特
別
控
除
に
つ
い
て

は
、
前
回
号
で
ご
案
内
し
ま
し
た
が
、

住
宅
の
新
築
・
増
改
築
な
ど
で
共
済

組
合
か
ら
昨
年
の
一
月
以
降
に
貸
付

を
受
け
た
方
が
、
一
定
の
要
件
を
満

た
し
、
住
宅
取
得
等
特
別
控
除
を
初

め
て
受
け
る
場
合
は
、
確
定
申
告
の

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
平
成
二
十
一
年
一
月
か

ら
同
年
十
二
月
ま
で
に
住
宅
、
災
害
及

び
在
宅
介
護
対
応
住
宅
貸
付
を
受
け
ら

れ
た
方
に
対
し
、
平
成
二
十
一
年
分
の

「
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年

末
残
高
等
証
明
書
」
を
今
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
の
際
に
ご

使
用
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
手
続
き
等
の
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
、
最
寄
り
の
税
務
署
に
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

『

お

願

い

』

住
宅
貸
付
を
受
け
た
方
で
、

「
建
築
完
了
届
書
」
を
提
出
し
て

い
な
い
方
は
、
速
や
か
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
四
百
万
円
を
超
え
る

貸
付
を
受
け
た
方
は
、
抵
当
権

設
定
に
関
す
る
書
類
も
あ
わ
せ

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

居住の用に供した日
住宅借入金等の
年末残高の合計額

控除期間 適用年：控除率

平成21年1月1日～
平成21年12月31日

5,000万円以下の
部分の金額

10年間
Ａ 1～ 10年目：1.0％

Ｂ 1～ 10年目：1.2％

※ 認定長期優良住宅の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした方は、Ａに代えてＢ
の控除率を選択できます。

平
成
二
十
一
年
中
に

住
宅
貸
付
を
ご
利
用
さ
れ
た
方
へ

〈
年
末
残
高
証
明
書
送
付
の
ご
案
内
〉

平
成
二
十
一
年
中
に

平
成
二
十
一
年
中
に

住
宅
貸
付
を
ご
利
用
さ
れ
た
方
へ

住
宅
貸
付
を
ご
利
用
さ
れ
た
方
へ

〈
年
末
残
高
証
明
書
送
付
の
ご
案
内
〉

〈
年
末
残
高
証
明
書
送
付
の
ご
案
内
〉

共
済
組
合
で
は
、
医
療
費
適
正
化
対
策
事
業
の
一

環
と
し
て
、
組
合
員
及
び
被
扶
養
者
の
健
康
保
持
増

進
を
図
る
た
め
、
一
年
間
医
療
給
付
を
受
け
て
い
な

い
健
康
な
組
合
員
（
家
庭
）
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
度
の
該
当
者
は
、
平
成
二
十
年
九

月
一
日
診
療
分
か
ら
平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日

診
療
分
ま
で
の
診
療
報
酬
明
細
書
（
レ
セ
プ
ト
）
を

調
査
し
て
、
医
療
給
付
を
受
け
て
い
な
い
方
と
な
り

ま
す
。

該
当
者
に
は
、
本
年
二
月
中
旬
か
ら
末
日
ま
で
に

依
頼
業
者
よ
り
、
記
念
品
を
自
宅
宛
に
直
接
送
付
し

ま
す
。 平

成
二
十
一
年
度
の

健
康
組
合
員
家
庭
の
表
彰

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
一
部
助
成
金

請
求
書
の
最
終
締
切
日
等
に
つ
い
て

昨
年
十
月
か
ら
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
助
成

の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、
助
成
対
象
期
間

及
び
助
成
金
請
求
書
最
終
締
切
日
は
次
の
と
お
り
と

な
り
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
必
ず
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。
締
切
日
ま
で
に
共
済
組
合
へ
届
か
な
か
っ
た
場

合
は
、
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
願
い

ま
す
。

な
お
、
請
求
す
る
際
は
、
領
収
書
の
記
入
内
容
に

つ
い
て
、先
の「
い
ば
ら
き
共
済
九
月
号（
二
五
九
号
）」

に
詳
細
を
載
せ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
助
成
対
象
期
間
】

・ 

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
〜
翌
年
一
月
三
十
一

日
ま
で
の
四
ヵ
月
間
の
接
種
に
限
り
ま
す
。

【
助
成
金
請
求
書
最
終
締
切
日
】

・
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
（
金
）

共
済
組
合
必
着

組
合
員
及
び
ご
家
族
の
方
の
ケ
ガ
や
病
気
な
ど
の
初

期
症
状
の
緩
和
や
応
急
手
当
等
の
た
め
に
、
特
別
価
格

に
よ
る
有
名
メ
ー
カ
ー
医
薬
品
の
斡
旋
と
し
て
、「
家
庭

用
常
備
薬
等
の
斡
旋
」
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
昨
年
六

月
の
薬
事
法
改
正
に
伴
い
お
申
し
込
み
方
法
及
び
送
付

方
法
に
つ
い
て
、
今
回
折
込
み
の
ご
案
内
よ
り
次
の
と

お
り
変
更
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
内
容
を
必
ず
ご
確
認
の

う
え
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

《
ご
利
用
対
象
者
》

◆
変
更
後

組
合
員
の
方
の
み
と
な
り
ま
す
。

（
前
回
ま
で
は
、
組
合
員
及
び
任
意
継
続
組
員
を
対
象
と

し
て
い
ま
し
た
が
、
商
品
を
自
宅
へ
直
接
送
付
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
関
係
で
、組
合
員
の
方
の
み
と
変
更
）

《
お
申
し
込
み
方
法
》

◆
変
更
後

フ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
る
お
申
し
込
み
の
場
合

折
込
み
の
申
込
書
に
よ
り
申
込
締
切
日
ま
で
に
共
済

組
合
宛
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
に
よ
る
お
申
し
込
み
の
場
合

折
込
み
の
申
込
書
に
よ
り
申
込
締
切
日
ま
で
に
、

八
十
円
切
手
を
貼
っ
て
共
済
組
合
宛
お
送
り
く
だ
さ
い
。

こ
の
場
合
、
郵
送
料
の
八
十
円
に
つ
い
て
は
斡
旋
業

者
負
担
と
な
り
、
請
求
金
額
か
ら
差
し
引
か
れ
た
請
求

書
が
送
ら
れ
ま
す
。

（
前
回
ま
で
は
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
又
は
郵
送
に
て
斡
旋
業

者
宛
直
接
お
申
し
込
み
し
て
い
た
の
を
変
更
）

《
送
付
方
法
》

◆
変
更
後

斡
旋
業
者
か
ら
お
申
込
者
宛
に
、
お
申
込
者
の
勤
務

す
る
所
属
課
へ
個
別
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

（
前
回
ま
で
は
、
お
申
込
者
の
自
宅
等
へ
斡
旋
業
者
か

ら
直
接
送
付
し
て
い
た
の
を
変
更
）

『
家
『
家
庭
用
庭

常
備
常
備
薬
等
薬
等
の
斡
の
斡
旋
』
旋
』
に
係係
る

お
申
お
申

込
し
込
み
手
み
手
続
き
続
き
等
の
等
の
変
更
変
更

つ
に
つ
い
て
い
て

お

込
み
手
続

等

変
更

 

平
成
二
十
一
年
中
に
納
入
い
た
だ
い

た
任
意
継
続
掛
金
の
納
付
証
明
書
を
平

成
二
十
二
年
一
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
確
定
申
告
等
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

今
回
証
明
す
る
納
付
額
は
、
平
成

二
十
一
年
一
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二

月
ま
で
に
納
付
い
た
だ
い
た
額
と
な
り
ま

す
。

●
二
年
が
経
過
す
る
方

平
成
二
十
二
年
三
月
で
任
意
継
続
組
合

員
期
間
が
二
年
を
経
過
す
る
方
に
は
、
平

成
二
十
二
年
三
月
中
旬
に
「
任
意
継
続
組

合
員
資
格
喪
失
証
明
書
」
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
国
民
健
康
保
険
等
へ
の
加
入
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
共
済
貯
金
に
ご
加
入
の
方
に

は
、「
共
済
貯
金
解
約
請
求
書
」
を
併
せ

て
送
付
し
ま
す
の
で
、
解
約
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
任
意
継
続
組
合

員
証
は
、
組
合
員
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る

有
効
期
限
以
降
（
平
成
二
十
二
年
四
月
以

降
）
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

●
一
年
が
経
過
す
る
方

平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
の
任
意
継
続

組
合
員
の
更
新
手
続
き
は
、
平
成
二
十
二

年
三
月
上
旬
に
ご
案
内
の
文
書
を
送
付
し

ま
す
。

・
継
続
す
る
方

ご
案
内
の
文
書
に
同
封
す
る
掛
金
納
入

用
紙
で
、
平
成
二
十
二
年
三
月
中
に
任
意

継
続
掛
金
を
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

前
納
制
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
三
月

末
日
が
納
入
期
限
と
な
り
ま
す
。

・
脱
退
す
る
方

ご
案
内
の
文
書
に
同
封
す
る
「
任
意
継

続
組
合
員
脱
退
申
出
書
」
に
記
入
・
捺
印

の
う
え
、
共
済
組
合
保
険
課
に
送
付
し
て

く
だ
さ
い
。

任
意
継
続
組
合
員
脱
退
申
出
書
を
提
出

い
た
だ
く
と
、
国
民
健
康
保
険
等
の
加
入

手
続
き
に
必
要
と
な
る
「
任
意
継
続
組
合

員
資
格
喪
失
証
明
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
任
意
継
続
組
合

員
証
は
、
有
効
期
限
に
関
わ
ら
ず
平
成

二
十
二
年
四
月
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

● 

継
続
ま
た
は
脱
退
を
判
断
す
る

　

ポ
イ
ン
ト

①
保
険
料

平
成
二
十
一
年
の
収
入
が
少
な
い
方

は
、
任
意
継
続
掛
金
よ
り
国
民
健
康
保
険

の
保
険
料
の
方
が
、
安
く
な
る
こ
と
が
多

い
た
め
、
保
険
料
を
比
較
し
て
ご
検
討
く

だ
さ
い
。

②
附
加
給
付

国
民
健
康
保
険
に
は
附
加
給
付
は
あ
り

ま
せ
ん
。

任
意
継
続
組
合
員
の
場
合
は
、
同
じ
月

に
同
じ
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
自
己
負
担

額
が
二
万
五
千
円
を
超
え
た
場
合
に
、
そ

の
超
え
た
額
を
払
い
戻
す
「
一
部
負
担
金

払
戻
金
」（
被
扶
養
者
の
場
合
は
「
家
族

療
養
費
附
加
金
」）
等
の
附
加
給
付
制
度

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

③
福
祉
事
業

任
意
継
続
組
合
員
を
脱
退
さ
れ
ま
す

と
、
人
間
ド
ッ
ク
や
共
済
貯
金
等
の
福
祉

事
業
は
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

確
定
申
告
に

お
使
い
く
だ
さ
い

更
新
手
続
き
に
つ
い
て

任意継続組合員 国民健康保険

保険料

退職時の給料または平均給料を
もとに算定
※ 平成22年度の掛金率は平成
22年3月上旬に決定する予
定です。

各市町村により異なりますが、
被保険者の所得割、資産割、均
等割、平均割などの合算額とな
ります。

附加給付

適用あり
　　・一部負担金払戻金
　　・家族療養費附加金

等の適用があります

任

意

継

続

組

合

員

の

方

へ

お
問
い
合
わ
せ
先

共
済
組
合 

保
険
課

電
話
〇
二
九
ー
三
〇
一
ー
一
四
一
三

1213




